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Ｒ
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Ｒ
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参
加
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業
の
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に
つ
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地
元
高
校
生
を
対
象
と
し
た
オ
ン
ラ

イ
ン
企
業
説
明
会
に
参
加
す
る
事
業
者

を
募
集
し
ま
す
。
参
加
事
業
者
は
、
特

設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
情
報
掲
載
、
ユ

和
２
年
１０
月
支
給
予
定
）
の
支
払
い
が

一
旦
差
止
め
と
な
り
、
さ
ら
に
未
提
出

の
ま
ま
２
年
間
を
経
過
す
る
と
手
当
を

受
け
る
権
利
が
消
滅
し
ま
す
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ま
だ
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出
さ
れ
て
い
な
い
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は
、
提
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願
い
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た
し
ま
す
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課
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ン
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催
の
お
知
ら
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催
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あ
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は
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し
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降
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児
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手
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き
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況
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金
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況
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養
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ど
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満

た
し
て
い
る
か
ど
う
か
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確
認
す
る
た

め
の
届
出
で
す
。 

 

期
日
ま
で
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況
届
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提
出
が
な
い

場
合
に
は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
（
令

 
只見町無料職業紹介所求人情報 
詳しくは、只見町無料職業紹介所（℡８２‐５２４０）へお問合せください。 

求人者名 職 種 賃 金 所在地・就業場所 就業時間 加入 
保険等 

必要な 
免許資格 

特別養護老人 
ホーム 
あさくさホーム 

【正社員以外】 
介護員（臨時）  
雇用期間の定めあり 
4 か月以上 

月額          
148,900～
181,100 円 

只見町長浜字久保田 
11 
電話：84-7110 

交替制あり 
①8：00～17：00 
②7：00～16：00 
③12：00～21：00 
④21：00～翌 8：00（夜勤） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック 
限定可） 

特別養護老人
ホーム 
只見ホーム 

【正社員以外】 
調理職員(臨時) 
雇用期間の定めあり 
4 か月以上 

日額 
6,590 円～
8,120 円 

只見町長浜字久保田
1 
電話：84-7550 

交替制あり 
①6：00～15：00 
②10：30～19：30 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

季の郷 湯ら里 

【正社員】 
フロントでの接客業務 

月額 
160,000 円
～ 

只見町長浜字上平50 
電話：84-2888 

交替制あり 
①8：00～11：30 

16：00～21：00 
※中抜け勤務あり 

②8：00～17：00 
③14：00～23：00 
④6：30～15：30 
⑤12：00～21：00 

雇用 
労災 
健康 
厚生 普通自動車運転

免許一種 
（オートマチック
限定可） 

【正社員以外】 
レストラン・宴会などの 
接客サービス 

時給 
800 円～ 

交替制なし 
①10：00～14：00 
②17：00～21：00 
※中抜け勤務あり 
※宴会などの利用者の状況
により勤務時間が変更に
なる場合があります。 

【パート】 
レストラン・宴会などの 
接客サービス 

交替制あり 
17：00～21：00 
※宴会などの利用者の状況
により勤務時間が変更に
なる場合があります。 

雇用 
労災 

福島県立 
只見高等学校 

【その他】 
施設管理業務（委託） 
雇用期間の定めあり 
（～令和 3 年 3 月 31 日） 

午前 
900 円  

午後 
1,500 円 

只見町只見字根岸 
2358 
電話：82-2148 

交替制なし 
（6 月～11 月）  
①7：00～7：45 
②17：45～19：00 
（12 月～3 月） 
①7：00～7：45 
②17：15～18：30 

なし 

普通自動車運転
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

(株)川合自動車 
工業 

【正社員】 
受付事務全般 

月額 
165,600 円
～ 

只見町只見字上ノ原
1644-1 
電話：82-2086 

交替制なし 
8：00～17：30 

雇用 
労災 
厚生 

企業 
年金 

普通自動車運転 
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

【正社員以外】 
受付事務全般 

時給 
900 円～ 

交替制なし 
8：30～16：00 なし 

社会福祉法人 
南会津会 
介護老人保健 
施設 
こぶし苑 

【正社員以外】 
介護員（臨時） 
雇用期間の定めあり 
4 か月以上 

日額 
6,590～
8,550 円 

只見町長浜字唱平31 
電話：84-2101 

交替制あり 
①7：00～16：00 
②9：00～18：00 
③10：00～19：00 
④17：30～翌 9：30 
※勤務時間等要相談 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転 
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

【正社員】 
リハビリテーション業務 
雇用期間の定めなし 

月額 
158,500～
254,600 円 

交替制なし 
9：00～18：00 

理学療法士、 
又は作業療法士 

普通自動車運転 
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

(株)コスモメディ
カルサポート 
桜の丘みらい 

【正社員】 
介護員 
雇用期間の定めなし 

月額 
156,100～
192,900 円 

只見町只見字原 
707－1 
電話：82-5006 

交替制あり 
①7：00～16：00 
②9：00～18：00 
③11：00～20：00 
④16：00～翌 10：00（夜勤） 

雇用 
労災 
健康 
厚生 

普通自動車運転 
免許一種 
（オートマチック
限定可） 

       〈観 光 商 工 課〉 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‐ 今 週 の 行 事 ‐ 

６月２５日（木） 農業委員会定例会 （町下庁舎中会議室） 13:30～ 

  

がんばる農家を応援します！ 

令和２年度 畑地有効活用支援事業のご案内 

 

 国からの補助金に該当しない畑地への販売用作物の作付に対して、水田と同等程度の補助金

を交付します。 

＜交付対象者＞ 

 対象農地を所有又は利用権設定をして耕作しており、対象農地に販売目的の同一農作物を合

計で５ａ以上作付している農家。 

 

 

 

 

 

 

＜交付金額＞ 

 １ａあたり、１千～２千円（国の交付金額により変動します。） 

＜申請期限＞ 

 令和２年７月１７日（金） 

＜申請先＞ 

 農林建設課農林係 

  役場農林建設課で随時相談を受け付けます。（役場で相談される場合は、事前に連絡を 

してからおいでください。） 

 

 

 

みんなの伝言板 
◆只見町ブナセンターより 「ふるさと館田子倉」臨時休館のお知らせ 
電力会社の作業停電に伴い、下記の通り「ふるさと館田子倉」を臨時休館いたします。ご迷

惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

○対象施設 ふるさと館田子倉 

○休 館 日 6月２５日（木）終日 

○問合せ先 ふるさと館田子倉（℡７２‐８４６６） 
 
◆只見町商工会より 「只見町スーパープレミアム商品券」追加販売のお知らせ 
完売となっております「２０％プレミアム付き 只見町スーパープレミアム商品券」につい

て、下記により追加販売を行ないます。併せて購入上限も拡充しております。当初に町民等限

定販売期間を設定しますので、お早めにお買い求めください。 

なお詳細は、6月下旬の新聞折込チラシ等又は下記までお問い合せください。 

○販売日時 ７月１日（水）午前 9時より 

      ※町民及び町外から町内事業所に勤務されている１６歳以上の方限定。ただし、 

町内在住の１６歳以下のお子様は保護者による代理購入、町民は家族による 

代理購入も認めます。 

      ※7月 8日（水）以降は町外の方も購入いただけます。 

○購入上限 お１人様 ２０セット（１００,０００円）まで 

      ※以前購入されている方は、購入済金額も含めて１００,０００円までとなります。 

○使用期限 令和 2年１０月３１日まで 

○問合せ先 只見町商工会（℡８２‐２３８０） 
 
◆只見町飲食店応援 お弁当・お食事券の取扱店募集について 
７月１日から町内飲食店で使用できる「お弁当・お食事券」事業が始まることから、「お弁

当・お食事券」の取扱い、お弁当・飲食の提供ができる取扱事業者（取扱店）を募集します。

取扱事業者（取扱店）は登録申請が必要です。 

○申請方法 只見町商工会に設置の申請用紙に必要事項を記入し、期限までに提出すること。 

○対象要件 飲食の提供を行う飲食店営業許可を受け、お弁当・飲食の提供ができる 

取扱店を只見町内に有する事業者。※詳細は下記までお問合せください。 

○申請期限 ６月２４日（水）まで 

○申請・問合せ先 只見町商工会（℡８２‐２３８０） 

献血へのご協力ありがとうございました。 
去る６月１２日に実施しました献血にご協力いただいた方は６０名でした。皆さまのご協力

ありがとうございました。次回の献血バスの来町は１０月２７日を予定しております。多くの

皆さまのご協力をお願いいたします。 

会場別献血実施状況 

実施日 場 所 受 付 ２００mｌ ４００ｍｌ 
献血者 

合 計 

６月１２日 
只見振興センター ３５ ０ ３５ ３５ 

保健福祉センター ２５ ０ ２５ ２５ 

合   計 ６０ ０ ６０ ６０ 

〈保 健 福 祉 課〉 

 

１．畑地有効活用支援事業 

 

要件① 交付対象農地は公簿地目及び現況地目が「畑」である農地であること 

要件② 申請者が所有する畑又は利用権設定等を行い、耕作する畑であること 

要件③ 国・県などの同様の交付金の対象でないこと 

要件④ 販売用の同一作物を合計５a以上作付していること 

（別作物の合計は不可。分散地でも同一作物であれば合計可） 

 

申請・お問い合わせ：只見町農業再生協議会（農林建設課農林係） 

Tel:８２-５２３０ ／ E-mail：nourin@town.tadami.lg.jp 

 

Tel:８２-５２３０


 



 


